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 宮若市農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 令和 7 年 12 月 10 日（水） 

 

２ 開催場所 防災研修室 A・B 

 

３ 出席委員（農業委員１１名＋推進委員３名） 

 

農業委員（１１名） 

会長 武田俊彦、会長代理 春田章匡、３番 山本 隆、４番 榎本良樹、 

５番 水上昭和、７番 本田瑞希、８番 阿部 進、９番 安河内龍一、 

１１番 宮野和男、１２番 本田孝光、１４番 舟越俊茂 

 

推進委員（３名） 

 １番 安部 等、４番 因 泰光、８番 堀 英躬 

 

４ 欠席委員（４名） 

 ６番 安永文秋、１３番 渡邉三郎 （農業委員） 

  ７番 林 久芳、１４番 大和秀寛  （推進委員） 

 

５ 議事日程 

 第１ 議事録著名委員の指名 

 第２ 審議案件 

（１）議案第２２号  農地法第３条の規定による許可申請について 

（２）議案第２３号  農地法第５条の規定による許可申請について 

（３）議案第２４号  農業委員の辞任について 

  

第３ 報告事項 

（１） 報告第１６号  農地法第１８条第６項の合意解約について 

（２） 報告第１７号  農地改良行為の届出について 

（３） 報告第１８号  非農地証明願の届出について 

（４） 報告第１９号  農用地利用集積等促進計画について 

 

６ その他 
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７ 農業委員会事務局職員 

    局長   宮田 享典 

    課長補佐 佐野 史晃 

    主事   甲斐 裕己子 

 

８ 会議の概要 

議  長     ただ今から、令和 7 年度 第 9 回農業委員会を開会いたします。本日の

委員１４名中１１名出席ですので、総会は成立しています。議事日程第

１の、議事録署名委員の指名を行います。９番 安河内委員、１１番  

宮野委員にお願いをいたします。それでは、議事日程第２審議案件に入

ります。 

まず、議案第２２号 農地法第 3 条の規定による許可申請について上程

いたします。それでは事務局より説明をお願いします。 

 

事 務 局   １ページ議案第２２号 農地法第３条の規定による許可申請につきま

して、２ページ農地法第３条審議表を読み上げてご説明させていただき

ます。 

事件番号１番 

【事件番号１番 説明】 

 

議  長   事件番号１番、本城地区担当の推進委員さん本案件につきましての意見

をお願いいたします。 

 

委  員   現地確認のうえ、問題ありません。 

 

議  長   事件番号１番、本城地区担当の農業委員さん本案件につきましての意見

をお願いいたします。 

       

委  員   事務局から説明のあったとおりです。審議をお願いいたします。 

 

議  長   事務局からの説明及び、推進委員、農業委員の意見を受けましたので質

疑に入ります。ご質問、ご意見等ありませんか。   

 

議  長   ないようですので採決を行います。承認することに賛成の方は挙手願い

ます。全員賛成でございますので、事件番号１番につきましては、許可

といたします。 
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議  長   事件番号２番につきましては譲受人が委員本人ですので、一時退席をお

願いいたします。 

（退席後）事務局より説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   事件番号２番 

【事件番号２番 説明】 

 

議  長   事件番号２番の担当地区の推進委員さん本案件につきましての意見を

お願いいたします。 

 

委  員   間違いありません。以上です。 

 

議  長   事件番号２番の担当地区の農業委員さんにつきましては譲受人本人で

すので、意見は省略させていただきます。 

       

議  長   事務局からの説明及び、推進委員の意見を受けましたので質疑に入りま

す。ご質問、ご意見等ありませんか。   

 

議  長   ないようですので採決を行います。承認することに賛成の方は挙手願い

ます。全員賛成でございますので、事件番号２番につきましては、許可

といたします。 

       それでは、委員に入室いただきます。（入室後） 

 

議  長   続きまして事件番号３番につきまして、事務局より説明をお願いいたし

ます。 

 

事 務 局   事件番号３番 

【事件番号３番 説明】 

 

議  長   事件番号３番の担当地区の推進委員さん本案件につきましての意見を

お願いいたします。 

 

委  員   譲受人さんとお話ししまして、昔から譲受人の土地になっていたが、名

義が変わっていなかったということで、税金の証明書を見せてもらいま

した。譲受人が全部払っていることになっておりまして、今回、国土調

査の関係で税金を全部されるということで、申請を出したということで

す。 
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議  長   事件番号３番の担当地区の農業委員さん本案件につきましての意見を

お願いいたします。 

  

委  員   今まで管理していたところをもうまとめるということで名義を得ると

いうことでしたので、問題ないと思います。 

      

議  長   事務局からの説明及び、推進委員さん、農業委員さんの意見を受けまし

たので質疑に入ります。ご質問、ご意見等ありませんか。   

 

委  員   受人の方が 77 歳ということで、自分の年を考えると、管理していける

のかなと思いまして。名義を管理者に合わせて。 

 

事 務 局   財産管理人自体を譲受人がずっとされていたというところでですね。 

 

議  長   その他、ご質問、ご意見等はございませんか。ないようですので採決を

行います。承認することに賛成の方は挙手願います。全員賛成でござい

ますので、事件番号３番につきましては、許可といたします。 

 

議  長   つづきまして、議案第２３号、農地法第５条の規定による許可申請につ

きまして上程いたします。それでは事件番号１番につきまして、事務局

より説明をお願いいたします 

 

事 務 局    １６ページ議案第２３号 農地法第５条の規定による許可申請につき

まして１７ページ農地法第５条審議表を読み上げて説明をさせていた

だきます。 

事件番号１番 

【事件番号１番 説明】 

 

議  長   事件番号１番の担当地区の推進委員さん本案件につきましての意見を

お願いいたします。 

  

委  員   今回現地を見れていないので、農業委員のほうからお願いします。 

 

議  長    続いて事件番号１番の担当地区の農業委員さん本案件につきましての

意見をお願いいたします。 
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委  員   ここは以前から農地転用の話があって、地元では了解済みになっており

ます。あと、建物に水の関係が色々あってどうするかという話があった

んですが、建てるということになったので問題はないと思います。よろ

しくお願いします。  

 

議  長   相手の方とちょっと話をした中で、住宅から用水路の漏れというのを心

配されてあったので、地元の方々と協力のほうお願いします。 

 

議  長   事務局からの説明及び、推進委員、農業委員の意見を受けましたので質

疑に入ります。ご質問、ご意見等ありませんか。 

 

議  長   ないようですので採決を行います。承認することに賛成の方は挙手願い

ます。全員賛成でございますので、事件番号１番につきましては、意見

書を知事に進達いたします。 

 

議  長   つづきまして、事件番号２番につきまして、事務局より説明をお願いい

たします 

 

事 務 局    事件番号２番 

【事件番号２番 説明】 

 

議  長   事件番号２番の担当地区の推進委員さんにつきましては、本日欠席です

ので意見は省略させていただきます。 

  

議  長   続いて事件番号２番の担当地区の農業委員さん本案件につきましての

意見をお願いいたします。 

 

委  員   先ほど事務局から話がありました内容で推進委員さんと一緒に確認に

参りまして、水利の関係、それと隣接者の同意を取りなさいということ

で、これは全部確認をとれております。それと農事組合長にも話してお

りますので、一切問題ないと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

議  長   事務局からの説明及び、推進委員、農業委員の意見を受けましたので質

疑に入ります。ご質問、ご意見等ありませんか。 

 

委  員   草くらいは切っておいてもらわないと、と思います。 
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議  長   現地でも言われてましたけれども、前回も話していたように現地確認の

際には、境界もそうですけれども、全体的に見渡せるくらいには、大体

でもよろしいので、草刈り等はしてもらうように、申請があった際には

話をお願いいたします。 

 

委  員   この分で両方が田んぼですよね。間に U字溝をいれて川に流すようにお

願いしたいのですが。 

 

委  員   両方とも流れるようになっております。委員が言われた、現地を整地し

てくださいと指導していました。ちゃんと隣接者の同意を取りなさいと

強く言って、確認取れております。 

 

議  長   その他、ご質問、ご意見等はございませんか。ないようですので採決を

行います。承認することに賛成の方は挙手願います。全員賛成でござい

ますので、事件番号２番につきましては、意見書を知事に進達いたしま

す。 

 

議  長   つづきまして、事件番号３番につきまして、事務局より説明をお願いい

たします 

 

事 務 局    事件番号３番 

【事件番号３番 説明】 

 

今回あくまで転用に係る審議となっておりますので、周辺農地に与える

影響、それから農業用の施設に影響がないかという、そういったところ

が審議項目となっておりますので、審議の方お願いいたします。 

 

議  長   事件番号３番の担当地区の推進委員さん本案件につきましての意見を

お願いいたします。 

 

委  員   事務局からありましたように、一番の問題点は住民の理解がまだ得られ

てないというところです。それが一番大きな理由だと思うんですけれど、

説明会が一回あったんですが、地権者が来られないということで、信頼

関係ができていない。1 回目のときは体調が悪い。2 回目は別件がある

ので、で次の日に脅迫電話があったので来られない。とかいうことで、

まったく地権者と申請者とこちらと地元住民と話をしたいということ
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でしたが、もう出てこないので、非常に住民としては不安感があるとい

うことが言えると思います。一番住民側が心配しているのは、鶏糞です

からね、今日見られたと思いますけれどもすぐそこに家があるんですよ

ね。やはりにおいがするんじゃないかと。牛糞よりもにおいはかなりき

ついですからね、におえば。申請者のほうは、においはしないという風

に言っておられますが、勉強しに行った小郡の方の堆肥施設の見学にも

十何名で行きました。確かに研究所自体は小さな施設でにおわなかった

んですが、そこの研究所の指導で作られている JA みいさんの堆肥施設

に行くと、牛糞ではありますけどもやはりかなりにおいはしました。私

も個人的にもこんなもんかなと気になりまして、別の施設にも行きまし

て、堆肥施設の人とも話をしましたが、やはりそのときはじっと置いて

おいて何日か置けば、においはしないと。ただどうしてもこういうのは

切り返しをしなくてはいけないと。そのときにどうしてもにおいがする

と。そこのやり方もやはりいろいろな資材をいれてにおいを抑えるとい

うようなやり方だったんですが、それでもやはり、夏場冬場でも違いま

すし、切り返ししたときにはどうしてもにおいがすると。ただし民家か

ら何百ｍも離れたところですので、民家からの苦情はないと。においに

つきましては、どうかなという。経験もですね、今年になって習い始め

たみたいなので、実際においは抑えこめるのか。ここら辺も不安に思わ

れております。それから、害虫とかもハエとかがでます。水利関係も、

ここでは横は道路となってますが、実際には道路と敷地の間は両側、用

水路と排水路です。水は使わない、排水もしないと言ってるんですが、

できるのかなと。全く水を使わない、出さないということなので、それ

は無理なんじゃないかなと。それに、今の大雨の被害も多いですし、上

にため池があります。大雨が降れば、流れてくるんじゃないかと不安が

あります。これずっと下っていきますと、ここら辺住居がありますので、

みんな水道ではなくて井戸水ですからね、地下へ入り込むんじゃないか

という不安も聞いております。下っていくとずっと金生の方の田んぼも

通っていくものですから、そこの不安もあります。あと申請書自体に、

申請する土地自体には法律にのっとってやられておられるのであげて

こられたんでしょうけど、周りのことを考えたものでなければいけない

と思うんですね。住民がこれだけ反対して。2回目の説明会があるとい

う前提で、とりあえず住民がどういう風に思っているかという署名を集

めました。前日に、ばたばた集めたところ、下地区の約 70％の方が反対

の署名をされました。これは 1日だけですので、全部を回ってしまえば

もっと増えるんじゃないかと思うんですが、そういう状況で全体的に見

て考えなくちゃいけないんじゃないかなと。あと直線道路ですので建物
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が建ったら、抜け道になってますので、見通しが悪くなるという面でも

危ないんじゃないかなと思いました。こういう誰のハンコも押さずして、

今までは推進委員、農業委員、水利委員とか印鑑をもらうのに、今回こ

ういう風ななんの印鑑もなしにあがってくるのは私は知らないんです

けど、過去にこういうような、結局押さんでいいというか、よくわから

ないんですよね。押す押さないで、私どもの意思というのは出せますけ

ど、このやり方もどうなのかと不信感があります。色々ありますけれど

も、このくらいで説明は終わります。私個人的には、この案件には賛成

しかねます。 

  

議  長   続いて事件番号３番の担当地区の農業委員さん本案件につきましての

意見をお願いいたします。 

 

委  員   何も言うことありません。今までだいたい基本的に地元の農業委員さん、

推進委員さんがＯＫと言ったらＯＫいうことで、してきたと思っており

ます。その中で推進委員はやっぱり心配しながら言っているなかで、自

分のほうはいいですよ、ということはとても言えません。もし何かあっ

たときも、お前が判を押しとろうが、という話になってくればちょっと

困ったことにもなりますので、判は押せないと思います。ここの施設の

いきさつというかそういうのは事務局から一応話を自分も聞いており

ますので、話だけでも聞いとって流してもらいたいなと思っております。

極力みなさんに迷惑をかけないようにやってもらいたいと思っており

ます。 

 

事 務 局    補足といたしまして、私が農業委員会に来て、通知書なり同意書がない

申請書を受け付けたのは、はじめてにはなります。過去にあったかどう

かというのはあるんですけども、この書類につきましては、法律上その

他参考となる書類の一部として求めております。これは事前に地域との

トラブルをなくすために話だけはお伝えをしてくださいという趣旨の

もとで同意書というのを添付書類として付けていただいているんです

けども、今回もできれば地域と調整をしたうえで申請というのが望まし

かったわけでございますが、推進委員さんからの説明にもありましたと

おり、地域との調整になかなか時間を要しているという中で、これが法

的に添付が義務付けられた書類かどうかというところで、これがないと

いう理由で申請書の拒否はできないというところで転用は転用の法律

に沿って判断をする必要がございますので、地域の同意書が許可の要件

に入っておりませんので、申請書が提出されれば受けざるを得ないと。
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事業者さんの方も、今は地域とのボタンのかけ違いみたいなところもあ

りますけども、全く地域を相手にしていないという訳ではなくてですね、

地域のためにやっていきたいという思いは今もお持ちですので、その中

で令和7年度が終了しかけてる中でこれ以上待っていられないという期

間的なものもございます。私どもとしても、極力地域とできるようにと

いうことで待ってはいただいてたんですけども、期限が迫るなかで事業

者さんも提出せざるを得ないという状況も、私どもも行政人として地域

の住民の方の不安も分かりますし、また民間企業の事業活動をむやみに

止めるわけにもいけないというところで、非常に判断が難しいところで

ございますけども、今回につきましては転用申請を受付させていただい

たというところでございます。 

 

議  長   事務局からの説明及び、推進委員、農業委員の意見を受けましたが、私

どもも事前に事務局と打ち合わせしながら、代理含めてこの件を進めて

きました。先ほど事務局も言いましたとおり、農業委員会の必要な書類

はすべて揃っております。あとは、住民の方との云々というのは、農業

委員が関わるべきものなのか。この案件、農業委員会に申請された案件

につきまして、いいか悪いか、許可するかというかたちの決を採らざる

を得ませんので、その辺十分みなさん踏まえてですね。それと事務局の

ほうから、時間がないというように言われましたけれども、時間という

のは補助金の関係です。7 年度に補助金を申請しておりますので、8 年

度に入ると補助金がボツになるということで、補助金の申請は許可が出

ておりますので、その点につきましての説明でございます。 

 

委  員   この案件に入る前の問題として、ここの 2筆は今年の 2月に審議しまし

たよね。作付けの形跡は、あるんですか。 

 

事 務 局    恐らくそのときに、この農地については申請前に農地を確保する必要が

ありましたので、いずれ当時の申請者から事業者さんに貸与するという

目的での 3条申請であったと思います。もともと申請者がそこでネギを

作られてありました。 

 

委  員   もともとハウスでネギを作られていましたが、名義は変わっていなかっ

たんです。 

 

委  員   取得してネギ栽培は。農業委員会で 3条で許可したので、きちんと計画

とおりに耕作したのかという事実があるのか。 
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事 務 局    取得して以降はされてないです。 

 

委  員   それと、7年度の国庫補助金を受けるようにしてると。だから期限がな

いという言い方は、問題ではないですか。それはあくまで申請人が国庫

補助を受けられるような交付決定があっているかもしれないですけど、

地元との調整もつかずに書類だけそろえて、農業委員会に出した。農業

委員会は一応受け付けた。そういう事実までは、あるわけでしょ。そこ

で今日の会議で、転用可能かどうかという決定をしなければならないの

が、先ほど地元の推進委員さんが言われた、地元調整ができてない。私

も見たら 120ｍくらいしか住宅から離れてないから、においの問題は起

こるだろうと考えてます。しかも、現地で乾燥鶏糞なんですよね。それ

を堆肥舎のほうでブレンドして、堆肥を製造するんでしょうけど、建物

が壁がないじゃないですか。 

 

事 務 局    一応、ビニールで囲います。 

 

委  員   そういう状況で、今の段階で許可相当というのは、問題が多すぎると思

います。申請を受け付けることは可能と思いますけども、総会で許可相

当とするかどうかというのは、問題だろうと思います。 

 

議  長   当初 2月の農業委員会の中で、土地のもともと財産を入れ替えるという

話しで、その時からこういう事業があるっていう話が出てたので審議し

た方がいいのではないかと意見出しましたけども、そのまま通りました

ので。それと推進委員が言われたこと、地元の人を集めて、トラックで

やんやしますよとか、いうようなかたちで説明会をして、納得していた

だいてというかたちで、地元はこういったので反対があっているなかで、

何らかの問題もないじゃないか、申請書類が揃っているんだったら問題

ないでしょ、という言い分も分かるんです。その通りなんです。におい

がするとか、地元の賛同がとれてないとかいうのを、農業委員会で審議

する案件なのか。農業委員会として当然しなくてはいけない地目の変更

とか、そういったものは農業委員会。その他の部分に関しては、民事で

話してもらうとか。農業委員会がそういったところまで立ち入っていい

のか、という問題もあります。今までの前例があれば、前例に従って、

昔こういったものができればこうしましたよ、というのがあれば参考に

なりますけども、何しろ初めてですので。出席されてある委員さんもそ

ういった案件をやったことある方がいれば、意見を聞きたいと思います
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けども、難しい問題だと思うんですよ。 

 

委  員   今、地目変更するのにハンコを押されてないということですよね。 

 

事 務 局    今回の申請については、ないです。 

 

委  員   結局進められない状態ですよね。 

 

事 務 局    その書類が必須書類ではないんですよね。 

 

委  員   私どもが、農地転用申請をしたいので、水利同意書をくださいとか、農

業委員なり推進委員の意見をくださいとかいう記名捺印をしますよね。 

 

事 務 局    今回の場合は、5月 6月くらいから私も事業者さんの説明会にも行った

りはしてるんですよね。私も地域の話も聞いてますし、事業者さんの説

明も十分聞いています。そのなかで、先ほどボタンの掛け違いがあって

今上手いこと話が前に進んでいないという現状があるわけでございま

すけども、事業者さんが地域を無視して、何も歩み寄りがなかったとい

うことであれば、事務局としても受け付けることについてはいかがなも

のかというようなかたちもありますけども、今の今までできれば地域の

理解を得てくださいということで、うちが申請を待たせたというところ

もございます。そこまで何とか間に入って上手くいくようにという、今

でもそうなんですけども、まだ転用がどうなるかわかりませんけども、

今から先も地元との調整は続いていくわけですけども、今回は申請を受

け付けたということについては、やるだけやられて仕方がないかなとい

うところもあるのはあります。 

 

委  員   これですね、3,000㎡超えているので開発申請になりますよね。通った

後は。そのときにもう一回争ってどうなるかですよね。 

 

事 務 局    たしか開発はかからないと聞いてます。 

 

委  員   市街化調整の準になるんですかね。 

 

事 務 局    開発になれば、また地元調整が必要になるんですよね。 

 

委  員   3,000㎡超えているので、普通だったら開発になるんですよ。そこで問
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題がなかったらいいんですけど、そのときに農業委員会なんでか、と攻

められたら、みんながみんな争うんじゃないかと思ってですね。 

 

委  員   私は畜産関係の仕事もしたことがあるんですけども、例えば堆肥舎でな

くて、畜舎だとしたら、そういうときに地元の同意がとれなければ、国

の補助金も申請できないし、県としてもそういうのはちゃんとそろえて

くるのが条件だと、お帰り願った経緯はあります。 

 

議  長   この問題はですね、私時間をかけないといけないんじゃないかと気はし

ます。ただ農業委員会としては、あがってきた書類に不備はないからで

すね。決を採って賛成多数なら認めざるを得ないんです。そのあとで問

題が起きたらどうするかというようなことを言われますけども、農業委

員会としては審議に入れるのか入れないのか。入れたときには、反対す

るなら反対する理由を言わないといけないです。賛成するなら賛成する

で、委員が地元に説明をしなければならないですよね。法律上は問題な

い。賛成することにあたっては、農業委員会としては問題はないですよ

ね。書類審査については、農業委員会が求めるものはありますから。あ

とは民事の問題ですよね。 

 

委  員   地元の農業委員さん、推進委員さんの印鑑がないんでしょ。 

 

議  長   それは大きな問題とは思います。 

 

委  員   そしたら、例えば別のところでそういう事案があって、農業委員会のハ

ンコはいらないでしょ、と言われたらどうするんですか。 

 

議  長   農業委員会としての在り方はどうなのかと。農業委員というのはいらな

いんじゃないかと。そういう風になってきますよね。印鑑を押すという

のは、最終的に責任を持つということで、地元の調査をしたり、意見を

聞いたりして、これならよかろうと、印鑑を押すわけです。それを言わ

れるようなことは、農業委員は何をするのかと。そこはできればそれを

付けてほしいという問題ではなくして、一番大事だとは思います。 

 

事 務 局    当然おっしゃられることは理解しておりまして、前提は前提です。今回

事業者さんが、推進委員にしろ農業委員にしろ、地元が反対をしている

なかで、立場上、判を押せるような状態ではないだろうというのは、事

務局も理解しております。事業者さんから印鑑をくださいという中でで
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すね。事業者さんもそういうものはいらないだろう、というスタンスで

はありません。なんとか地域の理解を得て、申請しようということで今

までやってこられている経緯がございます。そのへんを考慮して、なく

ても受け付けたというのが実際でございまして、これがはじめから必要

ないだろうという言い方で来るのであれば、努力もなにもしていない中

で受け付けることはできませんということで、一切何もしていないとい

うことで、はねることはできるのかなとは思うんですけども、事業者と

して努力をされてあるなかで、否決になった場合に、農地法の要件を満

たして否決になったということで、県が決定権者になるので、県がどう

いう判断をされるかはわかりませんけども、うちは宮若市の農業委員会

として、可決で県にあげるのか、否決で県にあげるのか、というかたち

になります。それを受けて、県がどちらか、それでも県は許可するよと

いうのか、宮若市がダメというのであれば県も許可しませんとなるのか

は、県の判断にはなりますけども。農地法に照らし合わせての判断にな

りますので、うちが否決をしたことによって県の判断に影響があれば、

事業者さん側がどうされるかわかりませんけども、裁判になる可能性も。 

 

委  員   経験からすると、補助事業サイドの担当課、ここでいえば農政課になり

ますよね。県でいえば農林事務所に。 

 

事 務 局    これが国直轄なんですよね。 

 

委  員    そういうところが地元同意がとれてないということで、補助金の交付・

申請を受け付けたりするはずがないと思います。 

 

事 務 局    決定は出てます。これは国の直轄の申請なんですけれども。 

 

委  員   同意がないで、決定が下りてるんですか。 

 

事 務 局    私たちも事業者さん側からお話を聞いてますけども、今回の堆肥の施設

については、においは出ませんという前提があるんですよね。自分たち

も実際ににおいをかがせていただいたりもしてるんですけども、実際は

やってみないと分からないというのが本音ではあります。 

 

委  員   それが一番危ないですよ。地元から反対が出て、建設中止とかになって

くると、それこそなんで農業委員会が許可したかとなるんじゃないです

か。 
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事 務 局    前提としてそういったことも考えられますので、法律以上にするとすれ

ば、事業者側と行政側で協定を交わすしかないと、当初はそういう判断

だったんですね。地元から苦情があれば事業をストップできるような内

容の協定書を事業者さん側と行政とで交わしたらどうかというような

話で進めていたんですが、そういう話もなかなか進んでないというよう

な。事業者さん側は協定を結んでも構いませんということで、おっしゃ

ってるんですよね。感情的な部分もありますし、においに対する先入観

みたいなところもありますので、どっちがどうというようなのも、私た

ちどもの立場も難しいところはあるんですけども、農業委員会として判

断するならばということで、審議をお願いしたというところです。 

 

事 務 局    委員さんからもありましたけれども、今回説明会というのが 6月末に第

1回目をやっております。そのとき確かに、地権者さんは来られてなか

ったんですけども、そのときの状況を聞くと、紛糾してなかなかきちっ

とした冷静な説明ができなかったという状態あったと聞いております。

それを踏まえて、また 8月 7日に現地視察に行ったんですね、やはりに

おいにおいて不安があるということで。そのとき実際に、一次加工のあ

の場に持ってくるものを、事業者さんが持ってきてました。実際に現物

のにおいをかいでいただいてということで、私もかがせていただきまし

てけども、それについては正直においはなかったです。そのものについ

ては。ただ、実際に始まってみたら全くそれがその状態でないという状

態なのかは現状わかりません。もう一つ、そういった地元の方からの、

地権者が来ていないという不満がございましたので、9月末の土曜日に

もう一度地権者も来て、説明会をしようという話になっておりました。

その中で地権者さんも頭を下げられるところは、地元の方に来てない部

分もありましたので、そこできちんと頭を下げて、きちんとした説明も

したいということだったんですが、委員のほうからもありましたけれど

も、街宣車が回るとかいうような情報がそのときにでました。それを踏

まえて、その日の午前中にもう一度集まって、どうするのかと。こうい

う状況の中で説明会をするのか、という中で中止にしたというのが実際

のところではあります。説明会についてはですね。もう一点私の方から

なんですが、これは決して事業者側の方を持つとかではないんですけど

も、我々行政、こういう農業委員会というのは特に許認可の事務という

のが、ほんとに行政らしい仕事なんですけども、そのときに必要なこと

というのが、申請者の方の権利もあるということなんですよね。当然そ

の土地は、申請者の方の所有ですので、その人の権利もありますので、
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そういうところを踏まえて、農地法で規制をかけられているという建付

けだと思います。今回申請書が出される中で、それを許可するしないと

いうのは、きちんとした法律上の観点から判断しないと、違法に申請者

の方の権利を侵害するというような評価になってしまいます。そういっ

た場合に、不服申し立てであったりだとか、取消の訴訟とかいうのは、

申請者の方、不利益を受けた方には用意されております、法律の制度と

してですね。そういうのを踏まえたうえで、やはり農業委員会としては、

みなさん行政の特別職の公務員、職員という立場になりますので、われ

われ事務局も当然そうですけども、そういった部分で、地元の部分とか

感情的な部分はあると思いますけども、法的に求められている書類では

ないということです。要は運用上、例えば水利の承諾書とか、水利に本

当に問題ないかを確認する判断書類として求めてはいるんですけども、

なんで法律で義務付けられてないかというと、これは感情的な部分で水

利委員さんとかが出さないと、事業者としては努力のしようがないとい

うことなんですよね。なので、法的にはこういった書類というのは一般

的には位置づけられている部分は少ないと思います。今農地法の関係で

すが、例えば、開発とかが一時期あったと思いますけども、ああいうと

きでも地元の同意を取ってくれということでかなりそれが訴訟になっ

た案件があります。実際にやはり法律上義務付けされていない書類の不

備で不許可にするいうのは、申請者側の権利を侵害するということで、

一般的には違法だという風に判断されていると認識しています。なんで

求めているか、というところは、いわゆる行政指導という言い方をする

んですけども、やはり行政としても地元と上手いことやっていただきた

いという部分がありますので、行政指導、任意のお願いとしてそういう

のを出していただいているというのが法律上の位置づけになっている

ということです。いろいろ今においのこととかそういうところがありま

すけども、農地法上の規制を解除する分の要件としてなっているのかと

いうところをですね、なっているものに対しての不許可となれば、当然

違法な行政処分というかたちになりますので、不服申し立てなり、そう

いった部分が出てくるかと思いますので。その場合は、なんで不許可に

したのかというきちんとした合理的な、法律に基づいた理由を展開して

いく必要がありますので、気持ち的にはすごくわかるんですけども、法

律上の要件を満たしているというのは、そういった意味合いになります。 

 

委  員   今いろいろ委員さんたちからお話を伺いましたが、事務局の方から書類

的には不備がないということは、たしかに間違ってないと思うんですよ。

ただ、これで農業委員会として反対するということはやっぱり訴えられ
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るということもありうることをですね。それと今回みたいな案件は、は

っきりいって、地元が反対運動を起こしていると。ここまではっきりし

たことは恐らく止めようがないと思います。反対運動を署名をもらいに

行きますよね。その人が近い人が来れば、反対しますよね。だからそう

いう話を持っていくこと自体が、これは余計な話になってるんですよ。

だから一番最初に、地元の説明会にきちんと行って話しておけば、こう

いう話になってないと。アレルギー対策とかで反対している人もいるか

もしれない。しかし署名運動をしだしたら、収まりがないようになって

しまう。あとは、民事ですよ。だから当事者同士の話の問題。だから書

類的には問題がない。ただ思うのは、推進委員さんと農業委員さんの印

鑑がつかないという理由はそこにあるんです、つけないですよ。地元が

ごたごたなっていたら、農業委員が言うように、なんか言われたら責任

はとれないというのは事実ですが、どうしても推進委員と農業委員の印

鑑は外すわけにはいかないし、ちゃんと押してもらわないと。そのため

には地元の整理を、こういうようにならないように話でスタートしてお

けばよかったんですが、説明会は 1回も上手くいかないで、反対運動し

ようとなって、何人かが反対運動ないしは署名してくれと、それがその

７割くらいの署名をしてもらったって、知った人が言ったら、協力しま

すよ。だから正確じゃない。だからもう 1 回説明会をきちんとすべき。

そう思います。ただ私が話を聞いた中では、これは普通の施設ではなく

て農業用施設なんですよ。だから全然問題ないと僕はそう思います。牛

舎、酪農している人の問題も言われますよ。それはもう農業問題だから、

それは上手にお互いに付き合いするようにできれば、納得してくれると

思いますよ。ただ事務局、推進委員さんと農業委員さんの印鑑がないで

これを無理やり通すというのはね、避けた方がいい。そうしないと、こ

のあと影響しますよ。 

 

議  長   事務局も説明しておりますけども、それは地元との話し合いの時間をか

けていかないといけないと思います。ただ事業者は焦っているのは、補

助金の関係でそれが一番のネックなところですよね。この国の事業が来

年度とか２年遅れで出来るのかできないのか。それは申請をし直さない

といけないと思いますけどね。急に今焦ってやったって、今以上に溝が

深まる。恐らく今日決を採ったって皆さんの意見はまとまらないと思い

ます。 

 

委  員   先ほど委員が言いました補助金の問題についても、そういう反対があっ

て補助金は必ず行政は確認しますもんね。地元は大丈夫ですかと。地元
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が反対があって後で問題になったら、行政も責任は取り切れないでしょ。

だからそこらへんはお互いにやっていかないといけないですよね。 

 

議  長   国の補助事業で、地元の意見を求めなかったんですか。 

 

事 務 局    求められてないみたいです。堆肥加工施設においては、恐らくにおいと

いうのはほぼ出ないという前提で進んだんじゃないかなと思います。 

 

議  長   堆肥というのは、最初から入っていたんですか。  

 

事 務 局    堆肥、鶏糞は入ってます。鶏糞だけが全部じゃないですけど。一部鶏糞

を使うということで、鶏糞のほかにもまだ他の加工物を使うんですよね。 

 

委  員   資材ハウスというのがありますけども、これは何を入れるハウスになる

んですか。 

 

事 務 局    そこで結局発酵させるかたちで考えられているみたいです。鶏糞は山口

の地黄卵さんから乾燥させて持ってこられます。 

 

委  員   飯塚農林でも、畜産担当ではなくて、農政サイドのほうですか。 

 

事 務 局    飯塚農林の農政サイドです。 

 

委  員   そこでにおいの問題とかは、業者がにおいはしませんと言ったら、そう

ですかで終わってる可能性はありますね。 

 

委  員   鶏糞は生じゃないんですよね。 

 

事 務 局    生ではありません。 

 

委  員   一次加工はしてあるとは言ってますけどね。 

 

委  員   ただ農協もアグリセンターがあるじゃないですか。堆肥とか、あれも生

はすごいにおいがするけども、あと混ぜて段々と収まるんですよね。 

 

委  員   最終的にはにおいませんけども、その途中でにおいがするじゃないです

か。 
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委  員   よく話し合いをしないと。 

 

委  員   今日見た現場から 100ｍくらい金生側のところに、鶏舎があったんです

よ。みんなそこのにおいがしてたのを知ってるから、鶏糞をということ

で嫌と。それもあると思います。風が吹いたらにおってくるだろうと。

そこは生だったんです。直接だったので余計、ただ今度の場合は一応乾

燥して持ってくるということで。それと業者ですから、申請者というの

は農薬をふったり、いろんなことをしてるので、業者としてだったらあ

る程度はしっかり考えていると思うんですよね。そうしないと、自分た

ちもできなくなりますから。 

 

委  員   さっきから会長たちが言っているように、お互いに少しずつ歩み寄って

いかないと、話は解決しないですよね。 

 

議  長   補助金の関係で言われてましたので、解決はせんと思います。ただ農業

委員会として受け付ける書類としては、揃っているんです。否決する理

由はありません。委員会としての書類は、ですよ。民事としての書類は、

ここでそれでいいのかという関係になります。それは農業委員会とは別

の問題なんですよね。今回はねた場合、今度地権者、業者から農業委員

会が訴えられる可能性はあります。 

 

事 務 局    行政として申し上げますけども、農業委員会は農業委員会としての判断

をしていただいて、においの問題とかは行政として受けないといけない

と思ってるんですよね。市として地域住民との間、事業者さんとの間に

入って話していく中で、事業者さんは地域との今のような状態を受けて、

万が一稼働したときに、地域の方からにおいの是正を求められれば、加

工についてはよそでやっても構いませんというような話まで、私たちに

はしてるんですよね。よそで加工してにおいがない状態で持ってきても

いいと。もし稼働後にそういう話が出たならばですね。 

 

委  員   それはないですよ。もう作ってしまうんでしょ、補助金を使って。でき

てしまって、それからにおったらって言って、じゃあとは言わないでし

ょ。絶対に根拠を出せと、またこっちが訴えられるようになりますよ。

一遍できてしまったら退きませんよ。わざわざ自分のお金を使って。そ

れと今度原告になったら、金かからないですし。 
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議  長   設備投資は当然補助金があったとしても設備投資をするので、そうです

かと、止めたりはしないですよね。相手にもにおいが出たときには、よ

そで加工して製粉して持ってくると、言っているみたいなので。 

 

委  員   そうすればいいですよ。向こうで作って、実験してちゃんとできるよう

になってこっちに施設を作るなら分かるけど、こっちに先に作ってしま

ったら、動かないと思いますよ。口で言っているだけですよね。 

 

議  長   そういった風な住民への説明とか、時間がいりますよね。そこはお互い

冷静になって話してもらって、結論を出してもらう。また補助金の関係

が許可したところ、そういったところが公的に許可してるので。 

 

委  員   地権者と事業主体の関係は。 

 

事 務 局    もともとネギを作られているときに、宮若は土壌が畑作に向いてないの

で、地権者さんが申請者に土壌の関係で相談に行かれてたみたいです。 

 

委  員   地権者が地元説明の対応をしないという話がありましたけど、事業主体

の申請者がきちっと対応すればいいんじゃないですか。 

 

事 務 局    説明会のときには、社長も従業員も来られてました。申請者の方からは

４名ですね。 

 

委  員   地元は地権者が来ないからということで。 

 

事 務 局    途中でそういう意見があがったのは、事実です。地権者の方が来てない

のか、という。 

 

議  長   話し合ってもきりがないですから、これは県に意見を求めますか。 

 

事 務 局    最終判断は県になりますので、許可相当で出すのか、不許可相当で進達

するのかという話になります。 

 

議  長   皆さんどうしますか。正直に手を挙げてください。不許可なら不許可で

県に提出します。 

 

委  員   どちらかじゃなくて継続、審議継続というかたちじゃよくないんですか。 
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事 務 局    事業者も補助金決定を受けられていますので、それに対する損害が、例

えば補助金を流したらというところが考えられますので、時間がないと

いうのはあります。 

 

委  員   それは違うんじゃないですか。農業委員なり推進委員が申請のハンコを

押してない状況で。 

 

事 務 局    農業委員会が否決した理由というのを、どうまとめるかというのはあり

ます。 

 

委  員   推進委員さん、農業委員さんが申請に対する同意を、印鑑を押せるよう

なかたちで、地元をちゃんとはっきりしなさい、ということで継続審議

というのはいかがですか。 

 

委  員   やっぱりハンコの重要性がなくなってるなと思いまして。そのまま進め

られているわけですよね。 

 

委  員   なくならないです。推進委員と農業委員の印鑑がないのに認めるわけに

はいかない、というのはその通りです。先方と当事者同士の問題なんで

す。だから書類的には問題ない。地元が了解してもらえれば、農業委員

会としても。 

 

委  員   地元の農業委員さんと推進委員の判がないのに、なんで自分たちが決め

られるのかと。 

 

議  長   以前に鶏舎があったと。においがやっぱり風向きでしていたという前例

があるから、地元の人も神経質になってるんですね。 

 

事 務 局    農業委員と推進委員の印鑑を軽視しているわけではないんですが、今回

がある意味特殊事例だと思います。一般的な話で言うと、農業委員さん、

推進委員さんが押さないというのは、これを転用されたら他の農地にこ

ういう影響があって、ここの部分の農業に支障があるとか、こんな水を

流されたらとか、そういった意味で普通みなさん押さないというのが、

大前提だと思います。今回の件については、心情的にはすごく理解して

いるんですが、においであったり、そういった部分の中で、農業委員さ

ん、推進委員さんの立場がありますので、そういった部分で押さないと
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いうのは、通常の印鑑の押さないというのと違うと思うんですよね。そ

れをもって否決したときに、果たして耐えられるのかというところが、

我々が懸念しているところなんですよね。通常印鑑を押さないで否決し

て、それは印鑑を押してないから否決ではなくて、なんで印鑑を押さな

かったのかという、本当はその理由に当然焦点が当たるんですよね。今

回の部分の話で言うと、気持ち的にはすごく理解はできるんですが、農

地法上の許認可するに当たっての観点で押さなかったのかどうかとい

う部分が、今後訴訟に展開したりとか、不服申し立てとかがあったとき

に、理由として成立するのかなというのが、正直言うと非常に心配して

います。気持ちは分かります。ただ、この印鑑を今後押さなくてもいい

じゃないかという、その理屈はちょっと違うのかなと。今回はあくまで

特殊な部分がありますので。今後も感情的に押さないとかそういう部分

があれば、それはそれで問題があるのかなと思いますのでですね。 

 

委  員   においだけじゃなかったですかね。鶏糞の水が流れたときに、周辺が水

道水じゃないので、地下水を使ってますよというのと、もう一つありま

せんでしたかね。そういうのの条件付きとか、そういうのじゃないと。 

 

事 務 局    今委員が言われたように、大雨が降ったときの雨水対策ですね。万が一

ばっと来たときに、鶏糞が全部水路に流れていくんじゃないかとか。そ

ういった場合に、申請者に対して雨水対策を示してくれというのは、当

然言えることだと思います。 

 

委  員   そういう条件があれば、前に進むんじゃないかと思います。 

 

委  員   自分たちも有機米を作ろうと言って、有機肥料を買っていますけど、鶏

糞も入って作られた肥料を買ってます。やっぱり自分でふっていてくさ

いです。くさくないことはないですよ。ただ、どのくらいくさいかとい

うことだと思います。それもありますし、鶏糞のとこに入っている人は、

洋服ににおいが染みつくんですよ。きれいにしていてもにおいがすると

いうのは、絶対にある。そこはどこまで言うかというのもありますし。

ただ業者が入ってするということなので、それなりにはちゃんとしてく

ると思うんですけどね。だから一概にダメということは、ダメというこ

となら自分たちもそれを使うなということですから。ペレットっという

のは自分たちも、一番最初のときに米ぬかで作ろうかと言ってしたこと

もあるし、本当に大変なんですよ。でも近くにそういうのができたら使

おうかという話もあってくるかなとも思いますし。ただ地元とはある程
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度折り合いを付けてもらっておかないと。 

 

委  員   考え方は結構いいと思います、申請者の。産業廃棄物になるものをペレ

ットにして、還元しようと。考え方自体は、推進するべきものだと思い

ます。ただ場所的にあそこでかき混ぜるのは、ちょっと問題があるとい

う思いもあります。いろいろ虫とかハエとかの問題も心配されています

からね。 

 

委  員   そこのところは、役所もにおいがどうのこうのと出たときには対処しま

すということで、話してくれているので、そこはそれなりでいいのかな

と思いますけどね。 

 

委  員   そのためにも、一回説明会をきちんとして、こういう対策をしますとか

いう文書を出さないと、地元は納得しないですよ。 

 

議  長   説明会をというけどお互いが冷静になって、説明するほうも受ける方も、

一つの問題を解決するんだということで、お互い顔をつき合わせて、進

展することには何も問題はないんですよ。ただ稼働したときに、地元の

近隣に迷惑をかけたときに、もう事業を起こしているので、ほったらか

すのではないかという心配もあると思います。そうなったときに、誰が

見てもにおいがしますというようなことは、はっきり事が発生したとき

には、こういう風なことをやりますということを文章化して、地域の方

と交わして、それを守られなかったら民事でもなんでも訴えてもらえば

いいことです。業者側も折れるところは折ると思います。これだけのこ

とはやりますと、今言っているわけですからね。地元の人もそこは冷静

になっていれてやって、農業委員会としての書類上というのは、否決す

るだけのものはないわけですから、今のところ。ただ推進委員さんと農

業委員さんの印鑑がないと。そしたら農業委員さん、推進委員さん、考

えてもらって、印鑑押すなら押してください。そして、事が起こったと

きにどうする、というのを話し合う時間はとれないですかね。 

 

委  員   そうなると、推進委員さんも農業委員さんも印鑑は押せないでしょうと

思う。だから、基本は書類的には問題ない。これは委員さんにも理解し

てもらって。しかし、地元の問題については、もう一度説明会をして、

お互いつき合わせて、反対運動とかにならないように、きちんと話して

いくのがいいと思います。 
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委  員   条件付き許可というのは、条件付き許可相当というのは。 

 

事 務 局    条件付き許可というのはあり得ます。 

 

委  員   地元の調整をきちんとやって、了解をとれるようにという条件ですよね。 

 

事 務 局    県がどこまで判断材料にされるかというのが一つあるんですけども、大

体 10日が終わって、15日前後に県に進達をして、許可が出るのが月末

から月初めくらいなんですね。 

 

委  員   私も県の農業会議の諮問委員会に出た経験もありますけども、そういう

問題があると、諮問委員会で却下という可能性もありますよ。だからで

きるだけ農林事務所の農地サイドとしては、条件が打ち出されておりま

すという説明できる状態じゃないと、農業会議の諮問委員会にはかけら

れませんからですね。この場ではそういう地元の同意を取り付けなさい

という条件をつけて、許可というかたちだとどうなのかなと。許可か不

許可かどっちかとなると。許可は無条件にもなりますし。 

 

事 務 局    条件付きというのが、いつの段階までの条件かなというのが。一旦許可

を出して、稼働するまでに地元との調整をすればいいのか、それともそ

れができるまで転用許可を後回しにするのかですね。 

 

議  長   転用許可については、反対する理由がないんですよ。一応完成して、稼

働して、そのときまでの条件を、地元の人と話し合ってもらって、にお

いがするんであれば加工を一切やめてもらう。製品を持ってきて、袋詰

めだけにしてくれとか。そういったことだったら、においも抑えられる

と思います。 

 

委  員   ここで袋詰めだけだったら、そうはにおいはしないと思いますから、反

対はしないと思います。 

 

議  長   においがするようだったら、そういう風にするとか、周りはビニールの

囲いじゃなくて、ハウスの中でやってくれとか。万が一、大雨が降るよ

うなことがあったら、そういったときの対策として、溜桝なら溜桝を作

るとか、そういったことは要求はできると思います。 

 

事 務 局    であれば、条件付き許可で、雨水対策、それから事業開始後に万が一悪
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臭が出たときの対策ですね。そういったところを、農業委員会としては、

地元の意見に沿って、対処を行っていくということで、項目ごとに立て

て。 

 

委  員   それは今言っているかもしれないですけど、地元の方とをお互いに聞い

て、整理していかないとダメじゃないですか。 

 

議  長   それはできないと私は思います。これだけ感情的になって。 

 

委  員   堆肥をふるのも、このシーズンだからとみなさん辛抱しているんでしょ

うけど、いつかは若宮町全部がくさかったですもんね。一斉にしたので。

それがあったから、ふったらすぐに田んぼをすいてくれというのがあっ

たので、変えていくなら努力していかないといけないと思います。 

 

議  長   においがしたらもう製品ですると。加工はしないでください、というよ

うなかたちで業者がいいのであれば、説明をね。出された申請書自体に

は何も不備はないから、事業を進めてもらうなかで、その間にこうなっ

たときはこうする、ああなったときにはこうする、といった例もあると

思いますので。いろいろな意見がありますけども、そういうようなかた

ちで進んではどうでしょうかと思います。 

 

委  員   いいと思います。一筆書いてもらわないとですよね。 

 

事 務 局    それはもちろんそうです。 

 

議  長   今長時間にわたって、事務局及び委員さん等の意見を受けましたけども、

結論というのは条件付きというかたちで、今から先も地元と業者が進め

ていきます。農地転用に関しては不備はないですから、いいんじゃない

かという意見を受け入れますので、一応決を採らせてください。 

 

委  員   その前に一つ。売買から貸借に変更になったのはなぜですか。 

 

事 務 局    単なるミスです。申し訳ございません。 

 

委  員   期間はないんですか。 

 

事 務 局    機械の償却年数が 17年ということで、20年間の予定です。 
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議  長   では一応決を採らせてください。今の意見等につきまして、賛成の方は

挙手願います。全員賛成でございますので、事件番号３番につきまして

は、意見書を知事に進達いたします。 

 

議  長   推進委員さんには、地元の方への会議の説明とかをお願いします。 

 

議  長   つづきまして議案第２４号、農業委員の辞任についてでございます。事

務局より説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   ３７ページ議案第２４号 農業委員の辞任につきまして、３８ページを

ご覧ください。 

農業委員の松川公彦氏より、体調不良ということで、辞任届が提出され

ております。こちらにつきましては、去る 11 月 10 日に会長と代理、事

務局と面談いたしまして、体調不良と業務の都合上、農業委員を辞任さ

せていただきたいという申し出がございましたので、法律第 13 条の規

定により本会議の同意を求めるものでございます。 

 

議  長   事務局からの説明を受けましたので質疑に入ります。ご質問、ご意見等

ありませんか。 

少し付け加えさせていただきますが、１名欠員というかたちになります

けど、中立委員ということで支障はないということで、欠員のままいき

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ないようですので採決を行います。承認することに賛成の方は挙手願い

ます。全員賛成でございますので、承認されました。 

 

議  長   次に日程第３ 報告事項でございます。 

報告第１６号 農地法第１８条第６項の合意解約について、 

報告第１７号 農地改良行為の届出について、 

報告第１８号 非農地証明願の届出について、 

報告第１９号 農用地利用集積等促進計画について、事務局より一括

して説明をお願いします。 

 

事 務 局   ３９ページ報告第１６号 農地法第１８条第６項の合意解約につきま

して、４０ページをご覧ください。 

農地法第１８条第６項に係る報告表です。 
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【説明】 

 

続きまして４１ページ報告第１７号 農地改良行為の届出につきまし

て、４２ページをご覧ください。 

農地改良に関する届出について、ご報告いたします。 

【説明】 

外 2 件ございますので、よろしくお願いいたします。 

 

引き続き４３ページ報告第１８号 非農地証明願の届出につきまして、 

４４ページをご覧ください。 

非農地判断基準に沿って「非農地」と判断される土地について、報告い

たします。 

【説明】 

 

これらのものにつきましては、法務局において、現況を確認後、当該現

況地目に変更・登記される事となりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

   引き続き４５ページ報告第１９号 農用地利用集積等促進計画につき

まして、４６ページをご覧ください。 

 

 農用地利用権設定等計画一覧表、新規分になります。 

【説明】 

外 1 件ございまして、合計 15 筆、面積は 49,622 ㎡となっております。

以上でございます。 

 

議  長   ただ今の事務局からの報告第１６号から第１９号について、ご質問、ご

意見等ございましたらお願いします。 

 

委  員   農用地利用集積等促進計画のうちの、現況地目が山林まで農業委員会に

かけるんですかね。 

 

事 務 局   確認したんですけども、もともと山林化しておりまして、もう山になっ

ているんですけども、カボスとかタケノコとかがあるところで、了解し

ましたということで受け付けております。雑木とかが生えているところ

もあると思います。 
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議  長   その他ないようですので、これらは報告案件でございますので、了解い

ただいたものといたします。以上を持ちまして、本日の議事については、

全て終わりました。これで会議を終結いたします。 


